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ルールブック活用で 

  職場環境改善 

 

 

◆規律の乱れに気づいたら 

 昨年発表された厚生労働省調査によると労

働相談は９年連続 100 万件を超え増加傾向

が続いています。しかし労使トラブルは表面化

している事ばかりではありません。就労上の小

さなルール違反や職場の秩序の乱れ等、就

業に影響を与える言動等いわゆる規律の乱

れも見逃せません。目に余るような言動であ

れば注意指導、懲戒を行うこともあるでしょう。

しかし遅刻、言葉使い等些細な規律の乱れを

いちいち注意しなくてもと見過ごしているうち

に、前と違ったルールになっていたり、守って

欲しい事が勝手な解釈や行動で職場の雰囲

気の乱れとなっているのに気づく事はないで

しょうか。 

 

◆就業規則の内容をより明確に伝える 

 労使トラブルや規律の乱れを防ぐためにも

就業規則の整備は必要ではありますが、就業

規則では拾いきれないこまごまとした日常の

規範は別に｢職場のルールブック｣を作成する

と良いでしょう。行動規範があると上司からの

注意指導がしやすくなり、従業員側も守るべき

ルールがはっきりする事で行動がし易くなりま

す。また、新しい人を採用しても統一した基準

や仕組みがあれば分かり易く職場のまとまりも

良くなり労使双方にメリットがあると言えるでし

ょう。 

 

◆職場ルールブックのメニューとは 

 ルールブックの内容は次の様なものになりま

すが企業によって他にあるかもしれません。 

内容は経営者や管理職、また従業員代表を交えて

意見を聞くのも良いでしょう。 

①就業上の基本的ルール：勤務時間、遅刻、早退、

欠勤、休日等に関する事、各種届け出や服務に関す

る心得等 

②職務上守って欲しい事や禁止したい事：パソコン

や情報の取り扱い、社有車、事故報告、ハラスメント

防止等 

③従業員に期待する事：ビジネスマナー、報連相、ヒ

ヤリハット報告、クレーム対応等 

④安全衛生・健康管理 

⑤福利厚生：慶弔関連、社員旅行、クラブ活動、持株

制度等 

⑥病気、ケガ、結婚、子の誕生、産休育休の報告や

手続き 

⑦社内規則抜粋：退職、定年、懲戒、休職 

⑧会社について：社長からのメッセージ、経営理念、

経営計画、目標等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。  

 


